
そうか市議会だより 令和6年8月1日…❼

　　粗大ごみ収集の申し
込みから収集までどれく
らいの期間になっている
のか。
　　現在のところ約３か
月となっている。
　　クレジットカードや
コードでのキャッシュレ
ス決済など、利用者の利
便性を向上させている自
治体がある。粗大ごみ処
理手数料の支払い方法の
改正についてどのように
考えているのか。

　　市民の皆様の利便性
が向上する本市の実情に
即した手数料の支払い方
法について検討したい。

粗大ごみ収集３か月待
ちの短縮を！

　　草加市の今後の人口
推移とそれを踏まえたビ
ジョンは？
　　令和15年までは微
増を続けるもののその後
は減少すると予想。子育
て世代に選ばれ、住み続
けたいまちにしていかな
ければならない。
　　日本人と外国人の人
口推移を伺う。 
　　外国人が毎年約
1,000人ずつ増加してい
る状況。日本人は毎年

600人から700人減少し
ている状況。
　　日本人は既に減少に
転じ、外国人が急激に増
える現状であるが、今後
の施策や市の考えは？
　　外国人の推移に伴う
課題等を全庁的に共有し、
その解決に向けて、施策
を総合的かつ横断的に
行っていく。

外国人急増で日本人の
不利益防止を要望！

注目の議案をピックアップ！ ６月定例会に市長から提出された議案は25件です。そのうち１つの議
案をピックアップし、ポイントを分かりやすくお伝えします。

一般会計補正予算（第２号）

Check Point !　対象者と財政負担は？
　家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児
童の健やかな成長に資することを目的とする制度で、「こども未来戦略」
（令和５年12月22日閣議決定）に基づき以下の項目が変更となります｡

■　児童手当における制度改正について
■影響人数　合計5,965人
■影 響 額　合計5億2,004万6,000円

Check Point !　対象者と財政負担は？
　ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童に
ついて手当を支給し、児童の福祉の増進を図る制度で、以下の項目が変更
となります。

■　児童扶養手当の拡充について
■影響人数　合計730人
■影 響 額　合計2,257万9,000円

所得制限

支給対象児童

手当月額

支払期月

多子カウント方法

拡充前(令和6年9月分まで)

所得限度額：960万円未満(年収ベース、夫婦とこども2人)
年収1,200万円以上の場合は支給対象外

中学校修了までの国内に住所を有する児童
（15歳到達後の最初の年度末まで）

・3歳未満 一律：15,000円
・3歳～小学校修了まで
 第1子、第2子：10,000円
 第3子以降：15,000円
・中学生 一律：10,000円
・所得制限以上　　  一律：　5,000円(特例給付）

3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支払)

高校生年代まで(18歳年度末まで)

拡充後(令和6年10月分以降)

所得制限なし

高校生年代までの国内に住所を有する児童
（18歳到達後の最初の年度末まで）

・3歳未満
　　第1子、第2子：15,000円　第3子以降：30,000円
・3歳～高校生年代
　　第1子、第2子：10,000円　第3子以降：30,000円

6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払)

22歳年度末まで(親等の経済負担がある場合のみ)

所得限度額（全部支給となる額）

所得限度額（支給がすべて停止となる額)

第３子以降の加算額（全部支給の場合)

拡充前(令和6年10月分まで) 拡充後(令和6年11月分以降)

160万円未満※

365万円以上※

6,450円

190万円未満※

385万円以上※

10,750円

制度改正後の初回支払日
令和6年12月13日㈮

制度改正後の初回支払日
令和7年1月10日㈮

※年収ベース、扶養人数１人の場合
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